◇たいわ暮らし応援商品券事業（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業）に関するQ&A
	Q.1　商品券の配布対象者はどうなっていますか？
	A.1　令和８年２月１日時点で大和町の住民基本台帳に登録されている方　　（住民票上の住所が大和町となっている方）が対象となります。


	Q.2　商品券はどのような方法で配布されますか？
	A.2　世帯ごとに、ご世帯主様宛にお届けします。お届けは、ゆうパック（日本郵便株式会社新仙台郵便局）にて行います。
（※お受け取り時には対面でのお渡しになります。）


	Q.3　商品券の配布期間は、いつからいつまで行われ　　ますか？
	A.3　令和８年３月９日（月）から３月３１日（火）までの間に各世帯にお届けいたします。ただし、不在連絡票による再配達の場合、お手元に届くのが４月１日（水）以降になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


	Q.4　留守にしていて、不在連絡票が入っていました。
　　　その場合、どうすればよいですか？
	A.4　お届け時にご不在の場合には不在連絡票が投函されますので、不在連絡票に従い、郵便局にご連絡をお願いします。
　　　　不在連絡票が投函され、手続きされない場合、４月中旬に再度配達の予定となっております。
　　　　再配達でも受け取りされなかった郵便物につきましては、５月１日以降に、役場２階商工観光課窓口での受け取りとなりますので、免許証などを本人確認ができるものをご持参のうえ、確認が取れましたら受け取りの署名後に世帯分をお渡しいたします。
　　　※５月１日以降の対応
　　　　役場２階　商工観光課窓口対応可能日時　【平日のみ　８：３０～１７：００】
　　　　事前にご連絡をいただくと、スムーズにお渡しできます。


	Q.5　令和８年２月１日以降に町外へ引っ越し、住民票を他市町村に移しました。その場合は商品券を受け取ることはできますか？
	A.5　お受け取りできます。
　　　　ただし、商品券の利用可能店舗は大和町内に限られておりますので、　　　　ご理解ほどお願いします。


	Q.6　住民票上は大和町民ですが、実際の居住地は他市町村になっています。その場合、商品券を受け取ることはできますか？
	A.6　お受け取りできます。
　　　　ただし、郵送は住民票上の住所へお届けしますが、世帯全員で転居手続きをせずに他市町村で居住されている方は、商工観光課までご連絡ください。
　　　　なお、４月中旬以降に居住地へ配達となります。


	Q.7　令和８年２月１日以降に別住所に引っ越しました。商品券を新住所に送ってほしいのですが．．．。
	A.7　全世帯への配達となりますので、個別での住所外への配達は出来かねます。また、３月９日の配達開始前に郵便局での転送手続きが完了している場合、新住所への配達が可能となりますが、届かない場合は４月中旬以降に再配達となりますので、商工観光課へご連絡ください。


	Q.8　家庭の事情により、別に居住しております。世帯主宛てと別に送ってほしい。
	A.8　令和８年２月１日が基準日となり、配達物の準備に時間がかかりますので、１月３１日まで商工観光課へご連絡ください。別発送の理由によっては、対応が出来ない場合がありますので、ご了承ください。
　

	Q.9　長期間留守にしており、不在連絡票に従い再配達の手続きができませんでした。その場合、どのようにすればよいのですか？
	A.9　４月中旬に再配達しますので、お待ちください。４月中旬の再配達でも受け取ることが出来なかった場合、５月１日以降の平日に商工観光課窓口でお受け取りできます。（A.5参照）


	Q.10　利用期間内に使用できませんでした。他のものに交換できますか。
	A.10　利用期間が４月１日から９月３０日までとなっております。
　　　　期間後の利用並びに他ものへの交換はできませんので、利用期間内に　　使用ください。

	Q.1１　商品券１枚が１，０００円ですが、おつりは出ますか。
	A.11　商品券でお買い物した場合、おつりが出ません。
　　例）１，５００円のお買い物をする場合
　　・商品券1，000円を２枚使用する場合・・・おつりは出ません。
　　・商品券1，000円を１枚使用する場合・・・残り500円分を現金等で　　　　　
お支払いください。


	Q.12　３月中に商品券が届いたが使ってもいいか？
	A.12　利用期間は、令和８年４月１日から９月３０日までとなっております。
　　　　　利用期間の前及び利用期間を過ぎた商品券は使用できません。



◆問い合わせ先　：　大和町商工観光課　022-345-1184　
（平日　８時３０分から１７時１５分まで）

